
AED（自動体外式除細動器）賃貸借仕様書 

１ 目的 

 磐田市内小学校児童の急病等に対応するため、次のとおり AED（自動体外除細動器）を設置

する。 

２ 目的物件及び数量 

 AED（自動体外式除細動器）  23 台 

 ３ 賃貸借期間 

  令和７年 10 月１日から令和 12年９月 30日まで ５年間 

 ４ 納入期限 

  令和７年９月 30 日まで 

 ５ 納入場所 

  別紙 AED 設置施設一覧表のとおり 

 ６ 目的物の仕様 

（１） AED（自動体外式除細動器） 

  ・製品構成：本体、バッテリ、大人用パット及び小人用パット（各２組以上）、 

        キャリングケース、救急セット 

       ※大人用パットで子供にも対応可能な機種であれば、小人用パットは不要と 

する。 

         ※救急セットは、ハサミ、手袋、カミソリ、人工呼吸用マスク、タオル等 

AED を使用する際に必要なものとする。 

    ・バッテリ：使用期限（スタンバイ状態）３年以上 

          交換は無料とすること（使用者の故意・過失を除く） 

    ・パット ：交換は無料とすること（使用者の故意・過失を除く） 

    ・ガイダンス：日本語による 

    ・その他 ：薬事法に基づく承認を受けた機種であること 

          防水・防塵性は IP５５以上とする 

          聴覚障がい者に配慮した製品であること 

（２） AED 設置表示シール 

  ・数 量：１枚（１台あたり） 

  ・寸 法：２０ｃｍ×２０ｃｍ程度 

  ・その他：納入施設の玄関、設置場所等に AED 設置施設であることを示すため 

  （３）「日本語版救急蘇生ガイドライン２０２０」適合品であること。 



 ７ 納入等 

  納入、設置及び表示シールの取り付けに掛かる経費は落札者の負担とする。 

 ８ 支払い方法 

  毎月払いかつ後払いとし、市は適正な請求を受けた日から 30日以内に支払いを行うものとす

る。 

 ９ 目的物の遵守事項 

（１） バッテリ、パット、救急セットは耐用年数が経過する前に交換すること。 

交換については、設置箇所への郵送も可とする。 

（２） 耐用年数経過による交換の場合、交換に掛かる経費は落札者の負担とする。 

（３） 故意及び使用者の過失、天災等を除き、賃貸借期間中の AED が故障・盗難・破損より

使用できなくなった場合、機器の交換・修繕等を追加料金なしで行うこと。 

（４） 機器に異常が発生した場合、直ちに対応すること。 

（５） 緊急時の故障において、コールセンター等にて、速やかに対応可能であること。 

 １０ その他 

（１） 賃貸借期間終了後には落札者は納入物品を撤去すること。なお、撤去に掛かる経費は

落札者の負担とする。 

（２） 納入時に必要に応じて職員に対し、心肺蘇生の流れで機器の操作説明を行うこと。 



（別紙）

AED設置施設一覧表

番号 住所 台数

1 磐田市立磐田北小学校 磐田市見付２３５２ １台

2 磐田市立磐田中部小学校 磐田市中泉１２０３－２ １台

3 磐田市立磐田西小学校 磐田市中泉２５２２－２ １台

4 磐田市立磐田南小学校 磐田市千手堂１３５６－１ １台

5 磐田市立東部小学校 磐田市東貝塚２０６ １台

6 磐田市立大藤小学校 磐田市大久保２８２－１ １台

7 磐田市立向笠小学校 磐田市向笠竹之内３９1－６ １台

8 磐田市立長野小学校 磐田市小島７３６ １台

9 磐田市立岩田小学校 磐田市匂坂中９８７ １台

10 磐田市立田原小学校 磐田市三ケ野１０３０－１ １台

11 磐田市立富士見小学校 磐田市富士見町四丁目９－５ １台

12 磐田市立福田小学校 磐田市下太３８０ １台

13 磐田市立豊浜小学校 磐田市豊浜９ １台

14 磐田市立竜洋東小学校 磐田市中平松２３ １台

15 磐田市立竜洋西小学校 磐田市川袋１９００ １台

16 磐田市立竜洋北小学校 磐田市堀之内３５６ １台

17 磐田市立豊田南小学校 磐田市森下３００ １台

18 磐田市立豊田北部小学校 磐田市加茂243 １台

19 磐田市立青城小学校 磐田市中田５５ １台

20 磐田市立豊田東小学校 磐田市高見丘５７ １台

21 磐田市立豊岡南小学校 磐田市上神増１４１０ １台

22 磐田市立豊岡北小学校 磐田市下野部１５８－１ １台

23 磐田市教育委員会学校づくり整備課 磐田市国府台3-1 1台

施設名


